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はじめに
近年、深刻化する地球温暖化により、台風の激化が懸念されています。
台風が毎年のように接近・通過し、沿岸部に多くの人口や施設等が集中

する本県にとって、「高潮への備え」は、ますます重要なものとなって
います。
こうした中、平成 30 年 9 月、非常に強い勢力の「台風第 21 号」が日

本を襲い、本県の対岸に位置する大阪港や神戸港では、過去最高の潮位が
観測され、コンテナの海上流出、船舶の乗り上げといった甚大な被害が発
生しました。また、関西国際空港では、滑走路が全面的に浸水し機能不全
に陥るなど、高潮の恐ろしさをまざまざと見せつけられました。
これを受け、本県では、堤防などの構造物によるハード対策で浸水範囲

の低減を図るとともに、想定し得る最大クラスの高潮に対しては、「避難
を柱としたソフト対策の充実が重要である」との考えのもと、「高潮浸水
想定区域図」の公表をはじめ、「水位周知海岸」及び「高潮浸水想定区域」
の指定など、避難につながる情報の充実・発信に取り組んできました。
これらの取組が、要配慮者利用施設における高潮時の円滑かつ迅速な避

難に結びつくよう、このたび「要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手
引き（高潮編）」を作成しました。各施設におかれましては、本手引きを
もとに、避難確保計画を作成していただくとともに、計画に基づいた避難
訓練の実施・結果の検証により、水災害からの「逃げ遅れゼロ」を目指し、
より実効性の高い防災体制を構築していただきたいと考えております。

＜高潮とは＞
台風や発達した低気圧が通過するときに、海面が大きく上昇する現象です。
海面の上昇により、海水が海岸堤防等を超えると、一気に浸水します。

気象庁ホームページより
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概 要

○水防法の規定
水防法により、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設につ

いては、以下の事項が規定されています。
・避難確保計画の作成の義務及び作成した計画の市町村への報告義務
（水防法第 15 条の 3 第 1 項、第 2 項）

・避難確保計画に基づく避難訓練の実施義務及び訓練結果の市町村への
報告義務（水防法第 15 条の 3 第 5 項）

・自衛水防組織の設置の努力義務及び設置した場合の市町村への報告
義務（水防法第 15 条の 3 第 7 項、第 8 項）
＜参考＞

・避難確保計画は、消防計画など既存の計画に所定事項を追加する形でも作成可能です。
・自衛水防組織は、自衛消防団が既にある場合は、併用することができます。
・対象施設は、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を
要する方が利用する施設です。

なお、現段階で、市町村地域防災計画に定められていない施設であって
も、高潮浸水想定区域内にある施設については、避難確保計画の作成・
見直し、避難訓練の実施等に取り組んでください。

○避難確保計画の作成時期
利用者等の円滑かつ迅速な避難が確保されるよう、早急に避難確保計画

の作成を完了してください。

避難確保計画の作成・
市町村への報告

避難訓練の実施

訓練結果の検証・
市町村への報告

避難確保計画の見直し

実効性の高い
防災体制の構築
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作成の手順

１ 施設の高潮リスクの確認
施設が高潮浸水想定区域内に所在するか、次の方法で確認してください。
徳島県水防・砂防情報マップ
パソコン版 https://www.sabo.pref.tokushima.lg.jp/map/

スマートフォン版 https://www.sabo.pref.tokushima.lg.jp/map/sp/

スマートフォン版
ＱＲコード

高潮浸水想定区域に
チェック

「浸水の目安」で施設が
どの程度浸水するか確認
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２ 施設が高潮浸水想定区域内に所在する場合・区域外に所在する場合
高潮浸水想定区域内外で、次のとおり取り扱いが変わります。
高潮浸水想定区域外・・・避難確保計画の作成は不要
高潮浸水想定区域内・・・避難確保計画の作成・市町村への報告及び

避難訓練の実施・訓練結果の市町村への
報告が必要

３ 非常災害対策計画又は消防計画の有無
既存の計画がある場合、所定事項の追加等により避難確保計画とするこ

とが可能ですが、ない場合は、次の「4 高潮に係る避難確保計画の作成」
により、避難確保計画を作成してください。

４ 高潮に係る避難確保計画の作成
高潮に係る避難確保計画は、次の内容を記載する必要があります。
①高潮時の防災体制に関する事項
②施設利用者の高潮時の避難の誘導に関する事項
③高潮時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
④高潮時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
⑤自衛水防組織を置く場合、
・水防管理者その他関係者との連絡調整、施設利用者が避難する際の
誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛
水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
・自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
・その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

⑥①～⑤に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の高潮時の
円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
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○計画の様式について
【国土交通省の手引き】
計画の作成については、国土交通省が手引きをホームページで公開しています

（下記 URL 参照）。ダウンロードして使用してください。

避難確保計画作成の手引き－【様式編】 避難確保計画作成の手引き－【解説編】

○具体的な計画内容（標準的な記述、様式）
標準的な記述内容は、次のページ以降のとおりです。

URL https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/

jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

xlsx形式のファイル

記載例も同一ファイルに記載

pdf形式のファイル

様式の作成に必要な解説を記載

QRコード
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避難確保計画の対象となる災害

を確認してください

対象となる災害は、徳島県水防・砂防情報

マップや市町村のハザードマップ等で確認

してください。

施設名を記入してください

作成年月を記入してください

記入する箇所を

桃色の空欄で

示しています。

■徳島県水防・砂防情報マップ

パソコン版 https:/www.sabo.pref.tokushima.lg.jp/map/

スマートフォン版 https://www.sabo.pref.tokushima.lg.jp/map/sp/

解説編 第1章1.1(1) 対象となる災害
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自衛水防組織の有無に合わせて、目次

を作成してください。

記載例に、自衛水防組織を設置する

場合、自衛水防組織を設置しない場合の

目次を例示しているので、該当するもの

をコピーして使用してください。

○青色の書類（様式１～様式６、別紙１）は、市町村長に提出しなければなりません

（様式６は自衛水防組織を設置した場合に作成する必要があります。）

○白色の書類（様式７～様式１２、別添、別表１、別表２）は個人情報等を含むため、

作成後は施設で適切に管理してください。

市町村長に提出する必要はありません。

（別添、別表１、別表２は自衛水防組織を設置した場合に作成する必要があります。

様式１２は、自衛水防組織を設置しない場合に作成する必要があります。）
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平日・休日、さらに昼間・夜間

に分けて施設利用者数・施設

職員数を記入してください。

災害が発生するおそれがある場合に、臨時従

業員（パート、アルバイト等）や地域住民の

ほか、災害協定を結んでいる団体・企業など、

いざという時に応援要請が可能な人数を確認

しておいてください。

事前の休業や休園を行うため

に、いつまでにどのような情報

で判断するか記入してください。
解説編 第1章1.2(5)

事前休業の判断について
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災害時の防災体制、体制

区分ごとの活動内容、活動

要員及び確立の基準等を

記入してください。

夜間当直施設職員の増員やデイサービスの

中止のほか、施設の休業や休園等を検討する

とともに、各施設職員の役割分担を再確認

してください。

大型台風の接近など、

あらかじめ災害の危険

性が高まることが予想

される場合の体制を

記入してください。

・高潮注意報発表（高潮警報に

切り替える可能性が高い）

・暴風特別警報発表

レ
ベ
ル
４

非
常
体
制
確
立

レ
ベ
ル
４

非
常
体
制
確
立
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情報収集は、水害に対する

警戒体制をとるために重要な

役割を果たします。

防災情報の収集方法及び

伝達方法等について記入

してください。

・収集方法については、例を記載して

います。ＳＮＳ等、その他の方法も活

用可能であれば記入してください。

・徳島県の水位周知海岸の潮位や雨量

情報は、徳島県水防情報から入手でき

ます。

・停電、サーバーの停止といった不測

の事態も考えられるため、複数の情報

収集方法を記入してください。

・迅速に情報収集ができるように、

webサイトやアプリをお気に入りなど

に登録しておいてください。

高潮に対応した避難場所を

記入してください。

【施設職員間の連絡手段】

・施設職員間の連絡手段として、自宅の固定電話のほか、携帯電話、メール及びＳＮＳ等を活用することが重要です。

・連絡体制表は、市町村役場、消防署、警察署等の関係先と共有し、災害の危険性が高まった際の連絡先を明確にしておくことも有効です。

（既存の名簿等がある場合は、それを利用してください。）

【保護者・家族への連絡手段】

・緊急連絡先に記載した保護者・家族等に電話やメールで連絡する際、あらかじめ伝達文を準備しておくと、伝達が円滑に進みます。

解説編 第1章1.4(1) 情報収集
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避難場所、避難先までの

移動距離、移動手段を

記入してください。

・避難場所は、徳島県水防・

砂防情報マップや市町村の

ハザードマップ等で確認

してください。

・施設の浸水深が大きい場合、

浸水継続時間が長い場合は、

立ち退き避難（水平避難）し

てください。

・立ち退き避難が危険な場合

は、近くの安全な場所や施設

上階等への屋内安全確保（垂

直避難）を実施してください。

・避難場所は、高潮浸水想定

区域、洪水浸水想定区域、土

砂災害警戒区域等外における

系列施設及び同種類似施設、

市町村が指定する指定緊急避

難場所（対象とする災害を確

認してください）の順に優先

的に検討してください。

・当日の状況に応じて避難場

所を選択できるように、あら

かじめ複数の避難場所を検討

してください。

・立ち退き避難は、避難完了

に要する時間等を考慮して設

定してください。

・屋内安全確保は、避難完了

に要する時間、浸水深を考慮

して避難する階を設定してく

ださい。

・自力で避難が困難な利用者等を避難場所に搬送する場合は、搬送用車両を準備してください。

・施設の車両だけで不十分な場合は、バス・タクシーを保有する事業者等と緊急時の搬送協定

や覚書を締結しておくことも有効です。

解説編 第1章1.5 避難誘導（様式4）
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必要な避難確保資器材を

記入してください。

・薬と水をセットにして常備

しておくなど、利用者のこと

をよく把握している従業員を

含め、施設関係者全員で確認

してください。

・常備薬等は、最低3日分は

準備しておいてください。

解説編 第1章1.7

防災教育及び訓練の取組（様式7）
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自衛水防組織を設置している場合は、

防災教育及び訓練の実施時期を記入

してください。

13



職員に対し、避難確保計画の内容を共有する

ための「防災教育」及び避難訓練の実施予定日

を記入してください。

・職員のみの訓練でも結構です。できる訓練から実施してください。

・防災教育では、災害ボランティアや防災士等の有資格者の方々に関わってもらうことが有効です。

・訓練により課題を明らかにし、繰り返し改善を図っていくことが重要です。

解説編 第1章1.7

防災教育及び訓練の取組（様式7）
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解説編 第1章1.4(3) 施設職員間や

施設の内外との連絡体制の整備
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※自衛水防組織を設置している場合は、

このページは不要です。

自衛水防組織を設置しない

場合、防災体制（対応する

職員の役職・氏名など）を

記入してください。

解説編 第1章1.3(3)

防災体制の役割分担（活動内容と対応班、

対応要員）

災害発生のおそれがある時の施設職員の役割分担や、勤務時間内外の参集体制及び参集基準を定めておいてください。

昼間だけでなく、施設職員が少ない夜間等にも体制を確立できるようにしておいてください。
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※自衛水防組織を設置していない場合は、

このページは不要です。
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※自衛水防組織を設置していない場合は、

このページは不要です。

自衛水防組織を設置している

場合、防災体制（対応班の

職員の役職・氏名など）を記入

してください。

災害発生のおそれがある時の施設職員の役割分担や、勤務時間内外の参集体制及び参集基準を定めておいてください。

昼間だけでなく、施設職員が少ない夜間等にも体制を確立できるようにしておいてください。

解説編 第1章1.3(3)

防災体制の役割分担（活動内容と対応班、

対応要員）
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解説編 第1章1.9

施設周辺の避難地図の作成方法（別紙1）
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5 避難確保計画の作成・変更後の対応
避難確保計画を作成・変更した場合には、次ページの文書とともに、市町村防災

担当部局へ報告してください。

○市町村地域防災計画に「要配慮者利用施設」として定められている場合
→様式１の記載例を参考に送付文を作成し、避難確保計画とともに市町村防災
担当部局へ報告

○市町村地域防災計画に「要配慮者利用施設」として定められていない場合
→様式２の記載例を参考に送付文を作成し、避難確保計画とともに市町村防災
担当部局へ報告
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（例）
様式 1

第 号
令和○○年○○月○○日

○○市（町村）長 殿

○○保育所、特別養護老人ホーム○○
理事長、施設長 ○○ ○○ 印

水防法第 15 条の 3 第 1 項に基づく避難確保計画について

このことについて、別添のとおり定めましたので、報告します。
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（例）
様式２

第 号
令和○○年○○月○○日

○○市（町村）長 殿

○○保育所、特別養護老人ホーム○○
理事長、施設長 ○○ ○○ 印

高潮に係る避難確保計画について

このことについて、別添のとおり定めましたので、報告します。
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